
 
令和８年７月９日  

国土交通省東北地方整備局 
酒 田 港 湾 事 務 所 

山 形 県 鶴 岡 市  

鶴岡市と災害時の海上輸送支援協定を締結 
～「命のみなとネットワーク」により海からの支援体制を強化～ 
 
国土交通省東北地方整備局では、災害時の陸路寸断を想定し、“みなと”の機能を活用した海上輸送に

よる救助・救援や物資輸送等の災害対応支援を行うため、各地域で「命のみなとネットワーク」の形成
に向けた取り組みを進めています。(参考資料) 

このたび、東北地方整備局酒田港湾事務所と鶴岡市は、災害により孤立集落が発生した場合などに、
“みなと”を活用した海上輸送による救援物資や人員輸送などの災害支援を円滑に行うため、「災害等に
おける海上輸送体制の支援協力に関する協定」を締結します。 

本協定により、孤立地域への迅速な支援体制の確保が期待されます。 
下記により締結式を開催しますので、取材をご希望される場合は、別紙の取材申込書によりお申し込

みください。なお、締結式終了後には、海上輸送による緊急物資輸送のデモンストレーションを行いま
す。加茂水産高等学校の生徒が参加し、災害時を想定した物資搬送作業を実演します(荒天の場合、デモ
ンストレーションは中止となる場合があります)。 

記 
〔協定締結式〕 
日  時：令和８年７月１６日(木)10:00～10:30 頃(※開始 15 分前までにお越しください) 
会  場：鶴岡市加茂コミュニティ防災センター 会議室 (山形県鶴岡市加茂字坂ノ下 166) 
次  第：１.開会 

２.出席者紹介 
３.協定内容説明 
４.協定書署名 
５.記念撮影〔鶴岡市長、酒田港湾事務所長〕 
６.挨拶 
７.閉会 

 
〔緊急物資輸送デモンストレーション〕 
日 時：令和８年７月１６日(木)10:50～11:20 
会 場：加茂港 浜町岸壁（－4.5m）  山形県鶴岡市加茂（加茂港内) 
内 容：港湾業務艇を使用し、加茂水産高等学校の生徒の参加のもと、孤立地域を想定した緊急物資

輸送（港湾業務艇から陸上輸送への引継ぎまでの一連の流れ）を実演 
 
<発表記者会：酒田記者クラブ、鶴岡記者会> 
 
 
 
 
 

【問合せ先】 
国土交通省 東北地方整備局 酒田港湾事務所 

担当：加賀谷宏基、佐藤絢介  TEL：0234（33）6311(代表) 
鶴岡市 市民部 防災安全課 

難波憲之介 TEL：0235（35）1204 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国土地理院地図に情報を追記して掲載

会場位置図 

協定締結式会場（10：00～10：30） 
 鶴岡市加茂コミュニティ防災センター 

デモンストレーション会場（10：50～11：20） 
 加茂港 浜町岸壁（－4.5m） 

港湾業務艇「みずほ」 



〈別紙〉 

鶴岡市と東北地方整備局酒田港湾事務所の 

「災害等における海上輸送体制の支援協力に関する協定」締結式 

【取材申込書】 

※申込期限：令和８年７月１４日(火)正午まで 

【送付先】 

国土交通省 東北地方整備局 酒田港湾事務所 宛 

メール：pa.thr-i-sakata@ki.mlit.go.jp 

 

【取材申込内容】 

項目 記入欄 

報道機関名  

ご担当者名（ふりがな）                    （来場者人数   名） 

ご連絡先電話番号  

E-mail  
 

 
【取材場所】：取材される場所に「〇」を記入ください。 
締結式 
(鶴岡市加茂コミュニティ防災センター) 

 

緊急物資輸送デモンストレーション 
（加茂港） 

 
 

 
【留意事項】 

・当日の締結式開催前の取材はご遠慮ください。 
・電源は各社にてご準備ください。 
・貴重品・機材の管理は各社の責任でお願いします。 
・会場内では携帯電話をマナーモードに設定、または電源をお切りください。 
・係員の指示に従っていただきますようお願いします。 
・デモンストレーション時は、港湾業務艇への乗船はできません。（陸上からの撮影となります）。 
・天候等により、変更または中止となる場合がございます。 

 



東北地方整備局

○気候変動の影響等により、豪雨による洪水や土砂災害など気象災害が多発。

○陸路が寸断して孤立化した被災地において、緊急物資の輸送や救援部隊の派遣、被災者の生活支援、通院
の足として海上ルートの活用事例が増えつつある。

○こうした状況を踏まえ、“みなと”の機能を最大限活用した災害対応を『 命のみなとネットワーク 』と名付け、各
地域で防災訓練の実施など、ネットワークの形成・強化に向けた取り組みを進めていく。

【支援物資輸送拠点】

R3年8月豪雨時の物資輸送
（青森県下風呂漁港）

【被災者の救援輸送拠点】

R3年8月大雨で孤立した地域で
住民輸送を実施（青森県風間浦村）

【生活支援拠点】

R4年3月福島県沖地震発生後、官公庁船か
ら市民への給水を実施（福島県相馬港）

“みなと”を活用した物資輸送や被災者輸送等の防災訓練を定期的に実施。

【国土交通省・市町村等による防災訓練の実施】

R5年７月に江名港(福島県いわき市)で実施した、緊急物資輸送・被災者輸送訓練

【海上輸送による災害支援協定の締結】

東北地方整備局は、石巻市、宮古市、久慈市、釜石市、大船渡市、遊佐町、男鹿市、鰺ヶ沢
町、深浦町、むつ市と「災害等における海上輸送体制の支援協力に関する協定」を締結

※写真はＲ６年10月の協定締結式（遊佐町）

「命のみなとネットワーク」の主な機能 「命のみなとネットワーク」形成に向けた取組

【参考資料】 「命のみなとネットワーク」について
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